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中小企業者GHG可視化補助金の受付開始について（4/1～開始）

KJ00241978

2024年3月21日

令和6年4月1日　～　令和6年8月16日

令和６年度から新たに立ち上げる「旭川市中小企業者温室効果ガス排出量可
視化支援事業補助金」（以下「中小企業者GHG可視化補助金」という。）につ
いて，令和６年４月１日からの受付開始に先立ち，交付要綱や様式などを公
開しましたのでお知らせします。
詳細については，本市HPによりご確認ください。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/509/510/513/d079199.html

【補助金の概要】
(1)補助対象者
　本市内において事業を営み、自社(市内の事業所に限る)に可視化サービス
　 を導入する中小企業者
(2)補助対象経費
　GHG可視化サービスの月額使用料（Scope1･2の算定に係るものに限る）
(3)補助金の上限
　1か月当たり1万円を上限に最大6か月分を交付（1事業者当たり6万円上限）
(4)補助予定数
　50者程度
(5)その他
　12か月以上可視化サービスを使用し，12か月分のデータを市に提供すること



【資料１】


